公営企業金融公庫問題に対する見解

１　国による地方資金貸付の改革に関する問題は、他の政策金融の問題とは異なり、　財務省理財局による財政投融資貸付（財投国債を原資）と特殊法人である公営企業金融公庫による貸付（原則、政府保証債を原資）とが、従来密接に関係しながら行われてきたことに留意しながら議論していく必要がある。

２　「官から民へ」、「国から地方へ」という小泉改革の大原則に則って考えると、本来、財政投融資の地方貸付こそ真っ先に廃止すべきものであり、次に最低限の機能を残すことを前提に公営企業金融公庫を改組することとすべきである。しかしながら、政策金融改革の議論の中で、そういった筋論は全く顧みられることなく、政策金融改革の面だけから、公営企業金融公庫の廃止が決定されてきた経緯がある。従って、この問題に正しく対処するためには、財政投融資による地方貸付は少なくとも将来的には大きく縮減又は廃止の方向に動いていくという前提に立って、地方債の自由化の流れの中で、どうしても地方団体間のイーコールフッティングを確保するためなどのために必要な共同発行をどのように進めていくかという方向で考えていかなければならない。そう考えていけば、共同発行機関の創設を是非とも実現する必要があるとの結論に至るはずである。
　　（注）財政投融資改革においては、民業補完に徹し、真に必要な分野への融資に限定していき、規模の肥大化を防ぐこととされ、地方資金についても、市町村中心にシフトし、地方団体の資金調達の中に占める割合を低下させていくこととされている。また、最近の政府の資産・負債改革の議論においては、貸付金の証券化等の手法により資産・負債両方を圧縮して、保有リスクを軽減していくことが必要との指摘もされている。
３　新しい共同発行機関による地方債の共同発行は、発行条件の均一化とよりよい発行条件を実現するためのものであるが、このことにより財政規模の大小などの地方団体の責任に帰することのできない事由により、発行条件が異なってしまうことを防ぐことが可能になる。従って、この共同発行はできるだけ多くの地方団体の参加を担保する必要がある。
４　一方で、財政運営の善し悪しなど自己の責任に帰すべき事由による発行条件の差はつけるべきであるとの意見は根強く、この要素に限っては、共同発行機関において審査を行い、個別地方団体に対する貸し付け条件に適切な差をつけることが考えられる。しかし、この場合においても、自己の責任に帰すことが出来ない財政規模の大小や自主財源の多寡などの要因については発行条件の差に反映させるべきではなく、また一部の特別な地方債については発行条件に差をつけることは適当ではなく、例外扱いをすべきものと考えられる。

５　つまり、地方債の類型のうち、制度的財源対策分、災害、義務教育、社会保障関係、法律に基づく特別な地方債などについては、地方団体の財政状況にかかわらず全国一律の発行条件を担保すべきものと考えられ、これらについては、将来的には国が法律により優先弁済義務（地方団体の他のいかなる債務にも先だって優先弁済をしなければならない義務）を課すこととすることが適当であろう。

６　最後に、現在の公営企業金融公庫の引当金等の資産の帰属問題が議論されているが、公営競技の収益金の均てん化のための基金は地方の共同財産的性格を持つものとして新しく創設される共同発行機関に引き継がれるべきことは当然であるが、債券借換損失引当金（金利変動準備金）はこれまでの主として１０年ものの政府保証債による市場からの資金調達と地方団体に対する長期貸付との間のギャップによる一時的な利益を将来の金利変動リスクに備えて積み立てておくものであり、この資産を誰に引き継ぐべきかという問題が生じる。国は全額政府出資の特殊法人たる現在の公営企業金融公庫の資産であり、これを一旦廃止する以上、その資産は国が引き継ぐべきであると主張しているようであるが、これはきわめて形式的な議論とのそしりを免れないであろう。
確かに公庫は国の責任としての政策金融から、地方の責任としての共同発行機簡に変わるのであるが、その資金調達の対象となる公営企業は上下水道や地下鉄、病院等の住民生活にとって重要な社会資本であり、しかもこれらの事業は地方団体の重要な仕事として今後も継続的に運営されていくものであり、また、住民生活には公共料金などの形で重大な影響があるものである。従って、責任主体が国から地方へとまったく変わったとしても、今まで既に貸し付けている資金はもちろん、これから先に貸し付ける資金についても、これまでと同等の条件で市場からの資金調達が出来なければ共同発行機関を作る意味がないのであり、貸付対象や貸付規模の見直しに応じた適切な見直しは必要としても、基本的には想定される貸付規模や資金調達方法に応じた、さらには将来の金利変動リスクを元に計算される準備金などの資産を発足当初から適切に新しい地方共同の資金調達機関に引き継がなければならないと考える。
さらに、今回の公営企業金融公庫の改革は、ほかの政策金融改革のように完全民営化とか一部民営化といったものとは違い、従来から車の両輪と言われ、相互の信頼関係のもとに運営されてきた同じ公共機関である国から地方へ責任を移す改革であるが、地方公共団体はその名のとおり、国の権限を分与された公共的な団体であり、今回の改革はいわば国の政策金融から地方共同の政策金融への転換を行うものであると言うことができ、その業務は対象範囲や貸付規模の見直しはありうるとしても、基本的には継続性をもって行われるように、国から地方に円滑に業務が承継されなければならないものである。そのためには、今後の検討においては、前述のような形式論に堕することなく、以上述べてきた実質論、機能論にしっかりと根ざして、国が適切な資産の引継ぎなどについて最大限の配慮を行っていかなければならないであろう。

